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午前１０時開議 

○議長（茅根猛君） ご報告いたします。 

 ただいま出席議員は２２名であります。 

 よって，定足数に達しております。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

            ──────────────────― 

○議長（茅根猛君） 本日の議事日程は，お手元に配付いたしました議事日程表のとおりといた

します。 

            ──────────────────― 

 日程第１ 議案質疑 報告第１号ないし議案第４５号 

○議長（茅根猛君） 日程第１，議案質疑を行います。 

 報告第１号から議案第４５号まで，以上３１件を一括議題といたします。通告がありますので

発言を許します。 

 ２２番宇野隆子君の発言を許します。 

〔２２番 宇野隆子君登壇〕 

○２２番（宇野隆子君） おはようございます。日本共産党の宇野隆子です。報告第２号専決処

分の承認を求めることについて（国民健康保険税条例の一部を改正する条例），議案第４０号平成

２３年度一般会計予算について，この２件の質疑を行います。 

 報告第２号国保税条例の一部改正についてです。８ページの新旧対照表で質疑を行います。こ

の課税額，第２条２項，３項及び４項といずれも課税限度額の引き上げです。課税限度額を超え

る世帯数，引き上げとなる該当世帯数，それから今回の改正による増税といいますか，この見込

み額ですね，これらについてそれぞれお伺いをいたします。 

 続いて，議案第４０号平成２３年度常陸太田市一般会計補正予算（第３号）について，１０ペ

ージから１１ページについて伺いたいと思います。まず，６款４目観光費ですけれども，この中

の節の１３委託料６５０万円，内訳として移住・交流推進支援事業業務委託料２００万円，もう

１点が水戸ひたち観光圏連携推進業務委託料４５０万円，これについて伺いたいと思いますけれ

ども，これは歳入として６００万円計上されておりますが，この移住・交流推進支援業務委託料

ですけれども，この事業内容について伺いたいと思います。 

 もう一つは，委託ですから，委託先についても伺いたいと思います。 

 次の水戸ひたち観光圏連携推進業務委託料，本会議でモバイルスタンプラリー，買い物スタン

プ，こういった説明もありましたが，この４５０万円の事業内容，それからこれは単年度計画で
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行うのかどうか，それから，この水戸ひたち観光圏連携推進に加入している市町村の数，それか

らどこに委託されるのか，この４点について伺いたいと思います。 

 それから，１１ページ，款の８消防費の目５災害対策費ですけれども，節の７賃金２４８万円，

このパートタイマーの賃金ですけれども，どのような人を雇用するお考えなのか。それからパー

トタイマーの仕事の内容，そして雇用期間，この３点について伺いたいと思います。 

 それから節の１８備品購入費，災害対策用備品購入費２７６万 3,０００円ということで，放射

線物質測定器というような話を聞いておりまして，一般質問のときにもちょっとこの件について

２５０万円の物質測定器を購入するという話が出ておりましたけれども，この中で放射性物質測

定器１機が２５０万円と伺っておりますけれども，どういうものが検査できるのか，はかれるの

か。そして，結果ですけれども，沃素とかセシウムとかどういうものが結果として出てくるのか，

その２点について伺いたいと思います。 

 以上で１回目の質疑を終わります。 

○議長（茅根猛君） 答弁を求めます。保健福祉部長。 

〔保健福祉部長 安田隆君登壇〕 

○保健福祉部長（安田隆君） 常陸太田市国民健康保険税条例第２条第２項及び第３項並びに第

４項における国保税の課税限度額の引き上げの改正に伴う該当世帯及び増税額につきましてのご

質疑にお答えを申し上げます。 

 平成２３年度課税額につきましてはまだ確定をしておりませんので，平成２２年度課税データ

に基づいて算出した結果をお答えしたいと思います。ご了承をお願いいたします。基礎課税分の

課税限度額を５０万円から５１万円に引き上げることにより，限度額を超える世帯は１０４世帯

でございます。このうち限度額が５０万円から５１万円の間にある世帯が２３世帯でございます。 

 次に，後期高齢者支援金等課税分の課税限度額を１３万円から１４万円に引き上げることによ

り限度額を超える世帯は９１世帯でございます。このうち限度額が１３万円から１４万円の間に

ある世帯が３１世帯でございます。 

 また，介護納付金の課税限度額を１０万円から１２万円に引き上げることにより限度額を超え

る世帯は２５世帯でございます。このうち限度額が１０万円から１２万円の間にある世帯が２２

世帯でございます。 

 なお，課税限度額の引き上げに伴う増加分，これにつきましては，おおよそ１００万円と見込

んでございます。 

○議長（茅根猛君） 産業部長。 

〔産業部長 井坂孝行君登壇〕 

○産業部長（井坂孝行君） 平成２３年度一般会計補正予算（第３号）の中の６款１項４目１３

節の委託料の移住・交流推進支援事業の委託内容，今後の活用についてのご質問にお答えいたし

ます。 

 移住・交流推進支援事業につきましては，財団法人地域活性化センターからの助成を受け，常

陸太田市観光物産協会に事業委託を行うものであります。事業内容につきましては，着地型観光
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を進めていく上で，観光物産協会が自主的かつ主体的に都市住民などを受け入れる仕組みを構築

するため，地域コーディネーターの発掘育成，並びに協会内部に集客交流戦略などに取り組む仕

組みづくりのための部会の立ち上げなどを進めていくものであります。 

 また，都市部の旅行専門学校と連携し，常陸太田らしい着地型旅行商品の企画造成を図り，観

光物産協会が自主的な事業展開を実施するための仕組みづくりと協会会員の意識改革醸成に取り

組み，来年度以降につきましても各部会を中心に事業の方向性，可能性を見きわめながら積極的

な事業の展開を図っていくものであります。 

 次に，１３節の委託料の常陸太田観光圏連携推進事業のご質問にお答えいたします。この事業

は観光振興交流人口の拡大による地域の元気づくりに寄与するため，財団法人地域総合整備事業

団（ふるさと財団）の補助事業を活用し，本市を含む水戸ひたち観光圏を構成する中央県北地域

の１３市町村と連携しまして，東日本大震災及び福島第一原発事故等での風評被害による観光イ

メージの払拭及び交流人口拡大を目的とした単年度事業であります。 

 具体的には，水戸ひたち観光圏の観光地を結ぶモバイルスタンプラリーの実施や，大学と連携

した地域資源の発掘等を実施してまいります。常陸太田市が代表で申請する理由としましては，

本市にはグリーンふるさと振興機構の事務所が所在し，その機能やノウハウを最大限に生かしな

がら，水戸ひたち観光圏という枠組みの中で，圏域内の資源を有機的に結びつけることによりそ

の魅力を高めるとともに，水戸，笠間，大洗に来た観光客を本市に呼び込めるような事業展開が

大いに期待できることから，本市が代表して申請しているものであります。また，県の持つ情報

発信力を最大限に活用しながら水戸ひたち観光圏の魅力を県外に発信し，効果的な事業による交

流人口拡大につなげてまいりたいというふうに考えております。 

 続きまして，災害対策費の７節の賃金についてのご質問にお答えいたします。 

 この賃金につきましては，県の基金を活用した緊急雇用創出事業により２名を雇用し，市内の

主な観光施設あるいは保育所，幼稚園，小中学校の教育施設等において購入する放射線測定器に

よりまして，大気における放射線量を定期的に測定するとともに，観光施設等が安全であるか定

期的なパトロール業務を行うため雇用するものであります。なお，雇用期間につきましては，今

年７月から来年３月までの９カ月を予定しております。 

 次に，同５目１８節の備品購入費における災害対策備品購入費についてお答えいたします。ご

質問の放射能濃度測定機器の測定対象品目，検出核種及び今後の活用の考え方についてお答えい

たします。まず対象品目としましては，水，野菜等の食品及び土壌についての測定が可能であり，

放射性セシウム及び沃素の濃度が核種別に検出できる機器の購入を予定しております。その活用

方法につきましては，生産者が安心して農作物の生産ができ，消費者に安心して購入していただ

けるよう，安全性を数値として通知する予定としているものであります。 

 以上です。 

○議長（茅根猛君） ２２番。 

 では，答弁漏れの訂正を願います。 

〔産業部長 井坂孝行君登壇〕 
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○産業部長（井坂孝行君） 水戸ひたち観光圏連携推進事業の委託先につきましては，この事業

におきましても常陸太田市観光物産協会のほうへ委託をいたします。 

○議長（茅根猛君） ２２番宇野隆子君。 

〔２２番 宇野隆子君登壇〕 

○２２番（宇野隆子君） ご答弁をいただきまして，２回目の質疑を行います。 

 国民健康保険税条例の一部改正についてですけれども，この中でもう一度答弁いただきたいの

ですが，先ほど私の質疑がちょっとまずかったのかどうか，５０万円が今度５１万円になります

けれども，平成２２年度のデータをもとにすると５０万円になるわけですけれども，この５０万

円の最高限度額を超過する世帯が全体で何世帯あるのか。そのうちの今度は１万円――５０万円

から５１万円になるわけで５０万円から５１万円の間の世帯は何世帯になるのか，そういうこと

を先ほど質疑したのですが。そういうことで質疑をしたんですけれども，そのようなことで今答

弁されているのかどうか。もう一度，それでは数字だけ説明していただけますか。 

 平成２３年度一般会計補正予算についてですけれども，移住・交流推進支援業務委託料２００

万円，これについては３点ほど先ほど業務内容について挙げられました。部会をつくるというこ

とですけれども，これは庁内に部会をつくるのかどうか。その部会の組織ですけれども，大体何

名ぐらい，どういう構成メンバーで組織されるのか伺いたいと思います。それから，この３点そ

れぞれに都市部との交流という説明を受けましたけれども，この業務はあくまでも，太田にはさ

まざまな観光施設があるわけですけれども，都市部との交流，ここに目標をひとつ置いて，それ

でこの先ほどの主な３つの事業というのが展開されるのかどうか。都市部の交流人口を増やすと，

そこに中心が置かれるのかどうか確認したいと思います。 

 それから，災害防災費の中の備品購入費ですけれども，この放射能の測定機器ですけれども，

これは非常に 1,５００万円から 2,０００万円もするような器械もあるわけです。今回は予算とし

て２５０万円という予算を取りましたけれども，そこで沃素，セシウムが検査できるということ

ですけれども，この２５０万円あたりの機器というものを購入するというふうに決定した，その

辺のところを伺いたいんです。沃素とセシウムだけ，土壌と農産物と，こういうことが測定でき

ればもうこの辺でいいんじゃないか，このあたりでいいんじゃないかということで決めたのかど

うか。もっと精密な器械もあるわけで，２５０万円にしたという理由，２５０万円の予算を決定

したということで，そのところを１点伺いたいと思います。 

 そして先ほどの説明にありましたように，やはり今回の放射能の問題ですけれども，生産者の

農産物の安全，それから消費者に向けての安全，市民も心配しているので安全，すべて安全の確

保のためということで，機器の購入については必要なことだと思いますので，そこについてはぜ

ひ十分な活用をして市民の心配にこたえていってほしい，生産者の心配にこたえていってほしい

と思います。 

○議長（茅根猛君） 答弁を求めます。保健福祉部長。 

〔保健福祉部長 安田隆君登壇〕 

○保健福祉部長（安田隆君） 報告第２号常陸太田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例
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の２回目の質疑にお答え申し上げます。その前に先ほどお答えしました中で，一部訂正がござい

ますので訂正をさせていただきたいと思います。基礎課税分の課税限度額５０万円から５１万円

に引き上げる中で，限度額が５０万円から５１万円の間にある世帯を２３世帯とお答え申し上げ

ましたけれども，これは２８世帯の間違いですので，ご訂正いただきたいと思います。 

 その上で先ほどのお答えですが，２２年度の調定で該当する世帯という理解でよろしいんでし

ょうか。 

○２２番（宇野隆子君） はい。 

○保健福祉部長（安田隆君） ということでありますと，該当世帯数は基礎分で５０万円を超え

る該当者については１３２世帯，支援分で１３万円を超える世帯は１２２世帯，介護分１０万円

を超える世帯については４７世帯でございます。 

 以上です。 

○議長（茅根猛君） 産業部長。 

〔産業部長 井坂孝行君登壇〕 

○産業部長（井坂孝行君） ２回目のご質問にお答えいたします。 

 部会の内容につきましては，観光物産協会の会員を予定していまして，仮称でありますが，１

つとしましては魅力アップ戦略部会，２つ目としてはおもてなし部会，３つ目としては誘客宣伝

部会の３つの部会を予定しています。この部会の会員数でありますが，１部会１０名から１５名

を予定しております。また事業の対象としましては，都市部ということを先ほど申し上げました。

これにつきましては市外，県外からの誘客を考えております。 

 放射能濃度の測定機器の購入につきましては，市民の安全の確保から国からの補助等の通知が

ありまして，こういった機器を購入ということの通知がありましたので，そのような単価，機器

の測定内容，そういったものを考えながら，この２５０万円の機器の購入を考えております。 

○議長（茅根猛君） ２２番宇野隆子君。 

〔２２番 宇野隆子君登壇〕 

○２２番（宇野隆子君） 商工費，消防費等についてはそれぞれ内容はわかりました。 

 国保税の改正について伺いたいと思うんですけれども，今回の最高限度額の基礎課税額の引き

上げですけれども，所得のある人と一般的には言えると思うんですけれども，そういう所得のあ

る人が引き上げられると。これはここ毎年引き上げられておりますけれども，やはり所得がある

といえども，該当する被保険者にとっては大変な増税になるわけですけれども，そういう部分で

毎年限度額が引き上げられておりますが，上げるということについてどのような見方をしている

のか伺いたいと思います。 

○議長（茅根猛君） 答弁を求めます。保健福祉部長。 

〔保健福祉部長 安田隆君登壇〕 

○保健福祉部長（安田隆君） ３回目のご質疑にお答えいたします。 

 今回の国民健康保険税の課税限度額の引き上げにつきましては，国の制度の改正に基づくもの

であります。今後とも国の動向を注視しながら適正に対処してまいりたいと思います。 
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 以上です。 

○議長（茅根猛君） 産業部長。 

〔産業部長 井坂孝行君登壇〕 

○産業部長（井坂孝行君） 先ほど水戸ひたち観光圏事業の委託先につきまして，観光物産協会

というふうなことを申しました。これにつきましては訂正を申し上げます。ふるさと財団では産

学官連携の事業を推進しておりますので，この事業の趣旨に合わせて大学等への委託を考えてお

ります。 

○議長（茅根猛君） 以上で質疑を終結いたします。 

            ──────────────────― 

○議長（茅根猛君） これより討論を行います。 

 報告第２号について討論の通告がありますので，これを許します。 

 ２２番宇野隆子君。 

〔２２番 宇野隆子君登壇〕 

○２２番（宇野隆子君） 日本共産党の宇野隆子です。私は，報告第２号常陸太田市国民健康保

険税条例の一部を改正する条例について，専決処分されている条例ですけれども，反対の立場か

ら討論を行います。 

 この高過ぎる国民健康保険税，これは全国的に大きな問題となっております。被保険者の多く

は，働いても給与や賃金が今の社会の中で増えない，自営業者の売り上げも伸び悩む，減ってい

るという状況にあるわけです。昨年２２年度も国保税の基礎課税分の課税限度額４７万円が５０

万円に引き上げられ，後期高齢者支援金等課税限度額を，これも１２万円から１３万円に引き上

げられております。昨年に続いて本年度の引き上げとなるわけです。 

 国保税の基礎課税分の限度額は５０万円から５１万円に，後期高齢者支援金等課税限度額１３

万円から１４万円に，介護納付金課税額についても１０万円から一気に２万円引き上げ１２万円

に，いずれも被保険者にとっては大きな負担増，増税となりこれは認められません。 

 厚生労働省は，昨年５月１９日，各都道府県知事あてに広域化等支援方針の策定についてこう

した通知を送り，その中で国民健康保険事業の運営または国民健康保険の財政の安定化を図るた

めの具体的な施策として，いろいろ都道府県に求めております。市町村において，このように述

べております。一般会計繰り入れによる赤字補てんの分については保険料の引き上げ，収納率の

向上，医療費適正化策の推進等により，できる限り早期に解消するよう努めること。こうしたこ

とを厚労省は述べているわけです。歴代政府による国保財政の予算，国庫負担の大幅削減が行わ

れてきたために，この高過ぎる国保税が国民に大きな痛みを負わせて問題となっているわけです。 

 私ども日本共産党は，この国保税の値上げを押しつけた厚労省の通知の撤回，そして高過ぎる

国保税の引き下げ，こういうことを提案しております。 

 以上，国民健康保険税条例の一部を改正する条例，報告第２号について反対の理由を述べまし

て討論といたします。 

○議長（茅根猛君） 以上で質疑を終結いたします。 
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            ──────────────────― 

○議長（茅根猛君） 採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 報告第１号専決処分の承認を求めることについて（常陸太田市国民健康保険条例の一部を改正

する条例）については，原案承認することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（茅根猛君） ご異議なしと認めます。よって，報告第１号については原案承認すること

に決しました。 

            ──────────────────― 

 採決いたします。 

 報告第２号専決処分の承認を求めることについて（常陸太田市国民健康保険税条例の一部を改

正する条例）については，原案承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（茅根猛君） 起立多数であります。よって，報告第２号については原案承認することに

決しました。 

            ──────────────────― 

 お諮りいたします。 

 報告第３号専決処分の承認を求めることについて（常陸太田市東日本大震災被害対策支援金等

支給条例），報告第４号専決処分の承認を求めることについて（平成２３年度東日本大震災に係る

災害被害者に対する市税の減免等の特例に関する条例），報告第５号専決処分の承認を求めること

について（常陸太田市市税条例の一部を改正する条例），報告第６号専決処分の承認を求めること

について（常陸太田市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例），報告第７号専決

処分の承認を求めることについて（平成２２年度常陸太田市一般会計補正予算（第５号）），報告

第８号専決処分の承認を求めることについて（平成２２年度常陸太田市下水道事業特別会計補正

予算（第４号）），報告第９号専決処分の承認を求めることについて（平成２２年度常陸太田市農

業集落排水事業特別会計補正予算（第４号）），報告第１０号専決処分の承認を求めることについ

て（平成２２年度常陸太田市戸別合併処理浄化槽設置整備事業特別会計補正予算（第４号）），報

告第１１号専決処分の承認を求めることについて（平成２２年度常陸太田市簡易水道事業特別会

計補正予算（第４号）），報告第１２号専決処分の承認を求めることについて（平成２２年度常陸

太田市水道事業会計補正予算（第４号）），報告第１３号専決処分の承認を求めることについて（平

成２３年度常陸太田市一般会計補正予算（第１号）），報告第１４号専決処分の承認を求めること

について（平成２３年度常陸太田市下水道事業特別会計補正予算（第１号）），報告第１５号専決

処分の承認を求めることについて（平成２３年度常陸太田市農業集落排水事業特別会計補正予算

（第１号）），報告第１６号専決処分の承認を求めることについて（平成２３年度常陸太田市戸別

合併処理浄化槽設置整備事業特別会計補正予算（第１号）），報告第１７号専決処分の承認を求め

ることについて（平成２３年度常陸太田市一般会計補正予算（第２号）），以上１５件については
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原案承認することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（茅根猛君） ご異議なしと認めます。 

 よって，報告第３号から報告第１７号まで，以上１５件については原案承認することに決しま

した。 

            ──────────────────― 

 次に，報告第１８号から報告第２０号までの３件については地方自治法施行令第１４６条第２

項の規定により，報告第２１号から報告第２３号までの３件については地方自治法施行令第１５

０条第３項の規定により，報告第２４号については地方公営企業法第２６条第３項の規定により，

それぞれ報告事項となっておりますので，ご報告をもって終了といたします。 

            ──────────────────― 

 次に，議案第３９号から議案第４５号まで，以上７件についてはお手元に配付いたしておりま

す議案等委員会付託表のとおり，所管の常任委員会に付託をいたします。 

            ──────────────────― 

 日程第２ 議員提案第１号 

○議長（茅根猛君） 次に，日程第２，議員提案第１号常陸太田市議会の議員の議員報酬及び費

用弁償に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。１７番川又照雄君。 

〔１７番 川又照雄君登壇〕 

○１７番（川又照雄君） お許しをいただきましたので，議員提案第１号について，お手元に配

付されました文書の朗読をもってご提案申し上げます。 

 議員提案第１号。常陸太田市議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正につ

いて。常陸太田市議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を次の

ように制定するものとする。平成２３年６月１６日提出。提出者，常陸太田市議会議員川又照雄。

賛成者，常陸太田市議会議員荒井康夫，同じく髙木将，同じく後藤守，同じく高星勝幸，同じく

深谷秀峰，同じく菊池伸也，同じく益子慎哉。 

 提案理由でございます。平成２３年３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う東日本

大震災に対し，市議会としても不退転の決意をもって取り組む姿勢を明らかにし，市が進める復

旧復興支援に寄与することを目的に，議員報酬月額の５％を平成２３年７月から１２月までの半

年間減額するため，本条例の一部改正を行うものである。 

 次のページに参ります。常陸太田市議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例，常陸太田市議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年常陸太

田市条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

 附則に次の１項を加える。第５項として，平成２３年７月１日から平成２３年１２月３１日ま

での間（以下特例期間という）における議会の議長，副議長及び議員の議員報酬月額は，第１条

の規定にかかわらず，同条に規定する額から１００分の５に相当する額をそれぞれ減じていただ
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くとし，特例期間における期末手当，基礎額となる議員報酬月額についても減額後の議員報酬月

額とする。 

 附則。この条例は平成２３年７月１日から施行する。 

 以上を申し上げまして，議員各位のご賛同をよろしくお願い申し上げます。 

○議長（茅根猛君） 説明は終わりました。 

 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（茅根猛君） 質疑なしと認めます。 

 以上で質疑を終結いたします。 

            ──────────────────― 

○議長（茅根猛君） お諮りいたします。ただいま，議題となっております議員提案第１号につ

いては，会議規則第３７条第２項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思いますが，こ

れにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（茅根猛君） ご異議なしと認めます。 

 よって，議員提案第１号については委員会の付託を省略することに決しました。 

            ──────────────────― 

○議長（茅根猛君） これより討論を行います。 

 討論の通告がありませんので，これにて討論を終結いたします。 

            ──────────────────― 

○議長（茅根猛君） 採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議員提案第１号，常陸太田市議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正につ

いては，原案可決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（茅根猛君） ご異議なしと認めます。よって，議員提案第１号については，原案可決す

ることに決しました。 

            ──────────────────― 

○議長（茅根猛君） 以上で，本日の議事は議了いたしました。 

 次回は，６月２４日定刻より本会議を開きます。 

 本日はこれにて散会いたします。 

午前１０時４２分散会 

 


